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第2章 公衆電気通信

第1節 概 況

電 電 公 社 は,53年 度 まで に発 足 以 来 の宿 願 と もい うべ き加 入 電話 の積 滞解

消 と全 国 ダイ ヤル 自動 化 の二 大 目標 を ほ ぼ達 成 した とこ ろ で あ り,54年 度

は,電 電 公 社経 営 に と って,い わ ば 量 的 拡 大 へ の対 応 の時 期 か ら,そ の成 果

を維 持 しつ つ,質 的充 実 ヘー 層 ウ ェイ トを 移 行す る時 期 で もあ った。

54年 度 電 電 公 社予 算 は,53年 度 を 初 年 度 とす る 「電 信 電 話拡 充 ・改良 第6

次5か 年 計 画」 を基 調 と して,加 入 電 話 の需 給 均 衡 状 態 を 維持 す る と と も

に,電 信 電話 サ ー ビスを 更 に 改 善 す る こ とを基 本 に編 成 され,建 設 投 資 額1

兆6,800億 円 を予 定 し,こ の 予 算執 行 に よ り,一 般 加 入 電 話155万2千 加 入

(地域 集 団電 話 か ら一 般 加 入 電 話 へ の種 類 変 更 を した もの20万6千 加 入 を

含 む 。),公 衆 電 話6万1千 個 の増 設,新 電 話 局 建 設110局 及 び市 外 回 線 増設

12万7千 回線 等 の建 設 が 行 わ れ た。 この結 果,加 入 電 話等 の総 数 は3,776万

加 入(対 前 年 度 比3.7%増)と な り,人 口100人 当 た りの 普及 率 は32.4加 入

(53年 度31,5加 入)と な った。

電電 公 社 の事 業 経 営 に つ い て み る と,事 業 収 入3兆7,843億 円,事 業 外収

益713億 円,事 業 支 出3兆2,949億 円,事 業 外 費 用1,077億 円 とな り,4,529億

円 の収 支 差 額 を 生 じた 。

また,電 電 公 社 を 巡 る資 材 調達 問 題 に つ い て は,54年6月2日 の 「日米共

同発 表 」 に よ り,政 府 調達 問題 につ いて の交 渉 のわ く組 み と以 後 の 交渉 の手

順 につ いて 合 意 が な され た と ころで あ り,こ の 合 意 の趣 旨 に従 い,同 年7月

以降 日米 間 にお い て 引 き続 き協 議 が 重 ね られ て い る。

また,農 林 漁 業 地 域 に お け る有 線 放 送 電 話 は,電 電 公 社 の加 入 電話 の普 及

等 に伴 い施 設 数,端 末 設 備 数 とも減 少 傾 向 に あ る。
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次 に,国 際 電 気 通 信 につ い て み る と,54年 度 に お け る主 要 業 務 の取 扱 数 は

前 年 度 に比 べ,国 際 電 報10.7%減,国 際 加 入 電 信17.4%増,国 際 電 話24.9%

増 と な って お り,国 際 電 電 の収 支 状 況 は,総 収 入1,476億 円,(対 前 年 度 比14

%増),総 支 出1,308億 円(同10%増),当 期 利 益168億 円(同72%増)と な っ

て い る。

第2節 国内公衆電気通信の現状

1電 電公社業務

(1)電 報

電報は,明 治以来,国 民一般の緊急通信手段として重要な役割を果たして

きたが,近 年,加 入電話の普及,デ ータ通信等多様な通信手段の発展に伴

い,そ の性格は変容してきている。 このことは,電 報の利用通数や利用内容

等に反映されてお り,電 報通数は,38年 度の9,461万 通を ピークとして大幅

第2-2-1図 電 報通数 の推移
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に 減 少 して きて お り,54年 度 に は4,105万 通(国 民1人 当 た り0.35通)と な

って い る。 ま た,そ の 内容 につ い て は,総 電 報 通 数 中 に 占 め る慶 弔 電 報 の割

合 は 約73%(2,986万 通)と 前 年 度 に 比 べ て 更 に大 き くな る とと もに,死 亡 ・

危 篤等 を知 らせ る緊 急 信 等 の一般 電 報 は27%と 逆 に 減 少 して い る(第2-2

-1図 参 照)
。

な お,新 しい電 報 サ ー ビス と して緊 急 定 文 電 報 を55年8月 か ら提 供 した 。

緊 急 定 文 電報 は,個 人 の死 亡 ・危 篤 ・事 故 ・病 気 ・被 災 等 に関 す る緊 急 連 絡

事 項 に つ い て,利 用 しや す い よ う,ケ ー ス ご とに あ らか じめ定 めた 文(定 文)

を 通 信文 に使 用 す る電 報 で あ って,定 文 の前 後 に20字 以 内 で任 意 の補 完 文 を

追 記 で きる。 ま た,そ の料 金 に つ い て も,緊 急 時 に際 して 分 か り や す い よ

う,通 信文 の長 短 にか か わ らず1通 ご とに300円(通 常 電 報 の基 本 料相 当額)

とな って い る。

と ころ で,電 報 事 業 の収 支 状 況 に つ い て は,利 用 通 数 の 減少,人 件 費 等 諸

経 費 の増 嵩 に よ り,毎 年 大 幅 な 赤字 を続 けて い る。 電 電公 社 も,電 報 受 付 局

(115取 扱 局)の 統 合,電 報 配 達 業務 の民 間委 託 の推進 等 を 実施 して業 務 運 営

の効 率 化 を 図 っ て きて い るが 収 支 を 改善 す る抜 本 的 な 対 策 に は な り得 ず,電

電 公 社 の事 業 経 営 問 題 点 の一 つ とな って い る。

(2)加 入 電 信

加 入 電 信 は一 般 に は テ レ ッ クス と呼 ぼ れ,任 意 の 相 手 方 と50b/sの 符 号

伝 送 が 可 能 な交 換 網 サ ー ビスで,31年 の サ ー ビス開 始 以 来,企 業 に お け る情

報 化 指 向,事 務 合 理 化 の機 運 に マ ッチ し,そ の加 入 数 は着 実 に 伸 び て きて い

た が,近 時,新 規 需 要 数 が 伸 び 悩 み,フ ァ ク シ ミリや デ ー タ通 信 等 他 の通 信

手 段 へ の移 行 等 の 要 因 に よ り,54年 度 末 加 入数 は,前 年 度 末 に 比 し4,525加

入 減 少 し,6万3千 加 入 とな った(第2-2-2図 参 照)。

(3)電 話

電 話 は,交 換 網 を 通 じて任 意 の相 手 方 との 間 に音 声 通 信 を 行 うこ とが 可能

な典 型 的 なパ ー ソナ ル 電気 通 信 メ デ ィ アで あ り,日 常 生 活 や企 業活 動 に 欠 く

こ との で き ない 基 幹 的 な通 信手 段 と して の地 位 を 占め てい る。
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第2-2-2図 加入電信加入数 の推移
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なお,電 電公社は,52年 度において 「全国的規模での積滞解消」を 達 成

し,引 き続き53年 度において,「全国ダイヤル自動化」を完了し,こ こに電

電公社発足以来の二大 目標の双方が達成され,電 話サービスは名実 ともに新

たな時代を迎えるに至ったが,電 話の需給均衡時代を迎えた現在,電 電公社

の今後取 り組むべき課題の一つは,社 会の進展に伴ってます ます多様化,高

度化する需要動向にきめ細かに対応 していくことであ り,今 後とも安定 した

良質なサービスの提供に積極的に取 り組んでいくことが要請される。

電電公社が提供している電話には,一 般家庭や事業所等で使用される加入

電話や,街 頭や店頭に設置 されて公衆の利用に供 される公衆電話が代表的な

ものであるが,こ のほか,沿 岸を航行する船舶に設置されて陸上 との間若 し

くは船舶相互間の通話に用いられる船舶電話や,国 鉄新幹線に設置されてい

る列車公衆電話,自 動車に設置されている自動車電話等がある。

なお,船 舶電話については,54年3月 末から自動化が図られ,ま た,自 動

車電話については54年12月3日 からサービスが開始されている。

ア.普 及の状況

(ア)加 入 電 話
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54年 度 末 現 在,加 入 電 話 総 数 は3,776万 加 入 であ り,こ の うち単 独 電 話

は3,471万 加 入,共 同電 話 は170万 加 入,構 内交 換 電 話63万4千 加 入,事

業所 集 団 電話31万5千 加 入,地 域 集 団 電話39万9千 加 入 とな って お り,ま

た,地 域 団体 加入 電 話 組 合 加 入 回 線 及 び 有 線放 送 電 話 接 続 回 線 の加 入 電 話

の数 は,1,357加 入 とな って い る。 総 数 で は前 年 度 末 よ り135万8,157加 入

(3.7%)の 増 加 とな った(第2-2-3図 参 照)。

人 口100人 当た りの普 及 率 は,54年 度 末 に おい て32.4加 入 とな り10年 前

に比 し約3倍 とな った。 加 入数 の推 移 を 事 務 用,住 宅 用 の利 用 種 別 で み る

と,最 近 の著 しい 傾 向 と して住 宅 用 電 話 の増 加 が 目立 っ て お り,54年 度

は,事 務 用26万7千 加 入 の増 加 に対 し,住 宅 用 は128万5千 加 入増 加 し

て,新 規 架 設 の約83%を 占め,こ れ に よ り年 度 末 に お け る住 宅 用 電 話 の構

成 比 は約67傷 に達 して い る。

ま た,電 話 機 数 では,前 年 度 末 よ り256万 個 増 加 して5,363万 個 とな り,

第2-2-3図
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米国に次いで世界第2位,人 口100人 当た り電話機数は46,0個 とな り,米

国,ス ウェーデン,ス イス,カ ナダなどに次いで 世界第7位 となってい

る。

このような電話加入の普及にもかかわらず,地 域集団電話の一般加入電

話化,普 通加入区域の拡大による過疎地域への電話の普及等なお解決を要

する問題は残されている。

地域集団電話は,農 山漁村地域等における集団的な電話需要に応 じて設

置される多数共同方式の電話であるが,生 活条件の変化等による通話量の

増大に伴い,一 般の加入電話への変更の要望が強 くなってきている。電電

公社では,遂 次計画的に一般加入電話への変更を実施 してきてお り,54年

度においては,21万 加入の一般加入電話化が行われたが,引 き続き,積 極

的かつ計画的に地域集団電話の一般加入電話化を推進 してい くこととして

いる。

また,現 在,普 通加入区域外に設置される一般の加入電話については,

通常の料金のほか,特 別の費用の負担を要することとなってお り,こ のた

め,普 通加入区域の拡大又は負担の軽減について多 くの要望が寄せられて

いる。電電公社では,こ れらの要望にこたえ,57年 度までに収容局から半

径7キ ロメー トルまで普通加入区域を拡大することとして,そ の推進を図

っている。

郵政省としては,54年 度に加入区域外加入電話普及に関する会議(座 長

伊藤善市 ・東京女子大学教授)を 設置 して,普 通加入区域外における加入

電話の普及を図るための方策の検討を行い,引 き続き具体案について検討

している。

(イ)公 衆電話等

公衆電話は,公 社直営で電話ボ ックス等に設置されている街頭用公衆電

話と,商 店等に管理を委託 している店頭用公衆電話(赤 電話)と に大別さ

れる。また,街 頭用公衆電話は,10円 硬貨のほか100円 硬貨も併用可能な

100円硬貨併用公衆電話(黄 電話)と10円 硬貨専用公衆電話(青 電話)に
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第2-2-4図 公 衆 電話 機 数 の 推 移
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区分 され る。 電 電公 社 で は,利 用 者 の 利 便 の 向上 を 図 るた め,積 極 的 に公

衆電 話 の増 設 に努 め て お り,54年 度 に は 黄 電話 が6万1千 個 増設 され,年

度 末 には,総 数85万 個,人 口1,000人 当た り7.3個 の普 及 率 とな った。

ま た,加 入 電 話 の一 種 で,公 衆 に も利用 で ぎる よ うに 電 話機 に硬 貨 投 入

装 置 が 付 加 され て い る いわ ゆ る ピン ク電 話 も,そ の新 規 需 要 に は根 強 い も

のが あ り,54年 度 は8万3千 個 の 増設 が行 わ れ て年 度 末総 数 は93万 個 とな

った(第2-2-4図 参 照)。

㈲ 電 話 に 関す る そ の他 のサ ー ビス

社 会 活 動 の 高度 化 に伴 い国 民 の 生活 様 式 は大 き く変化 し,電 話 につ い て

も,従 来 の よ うに た だ単 に通 話 が で きれ ぽ よい とい うだ け で な く,よ り便

利 か つ 高 度 な機 能 を備 え る こ とが 求 め られ て きて お り,そ うい った 要 求 を

満 た す た め の 各種 の技 術 開 発 が 進 め られ て きた 。

そ の例 と して は,プ ッシ ュ ホ ン,電 話 フ ァ クス,ホ ー ム テ レホ ン(小 型

簡 易 交 換 電 話 装 置),ビ ジ ネ ス ホ ン(簡 易 交 換 電 話 装 置)等 の各 種 の 電 話機

や 附 属 装 置 の ほ か,キ ャ ッチ ホ ソ(通 話 中 着 信 サ ー ビス),で んわ ぽ ん(不



一190一

500

400

300

200

010
万

第2部 各 論

第2-2-5図 主 な 附 属装 置等 の数 の推 移
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在 案 内)等 のサ ー ビスが あ るが,こ れ ら の うち主 な も の の普 及 状 況 は,第

2-2-5図 の とお りで あ る。

54年 度 に 新 た に 提 供 され た サ ー ビス と して は,電 話 フ ァ クス1分 機 ,電

子 式PBX,自 動 車 電 話,シ ル バ ーホ ン(ひ び き)な どが挙 げ られ る。主

な サ ー ビス の概 要 は,次 の とお りで あ る。

(自動 車 電 話 サ ー ビス)

自動 車 の 中 で も電 話 を使 い た い とい う要 望 に こた え るた め,"動 く電 話 サ

ー ビス"の 一 つ と して,自 動 車 電 話 サ ー ビス が54年12月3日 か ら東京23区

内 で 開 始 され た。

この 自動 車 電 話 サ ー ビス は,東 京23区 内 を走 行 中 の場 合,自 動 車電 話 と

全 国 の電 話 との 問 は も と よ り,自 動 車 電 話 相 互 間 で も通 話 を行 う こ とが で

き,シ ス テ ム の概 要 は第2-2-6図 の よ うに な って い る。

55年3月 末 現 在,自 動 車 電 話 サ ー ビスの 申込 数 は2 ,894件(6月 末3,466

件)で ・ こ の うち,開 通 数 は1,557加 入(6月 末2,871加 入),積 滞 数 は

1,337件 とな って い る。
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自動車電話サー ビスの システムの概要

サー ビス提供地域

髄
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な お,55年 度 には,大 阪地 区 と東 京 周 辺 に お い て もサ ー ビスを 提 供 す る

予 定 で あ る。

(シ ルバ ー ホ ン(ひ び き))

難 聴 者 向 け の福 祉 機 器 につ い て は従 来 シルパ ーホ ン(め い りょ う)が 提

供 され て い る が,シ ルバ ーホ ン(ひ び き)は 聴 力 の 特性 か ら シル バ ー ホ ソ

(め い り ょう)で は 聞 き取 りに くい難 聴 者 を 対 象 に 開発 した 福 祉 機 器 で あ

って,通 常 の通 話 機 能 のほ か,頭 部等 の骨 の振 動 を 介 して 内部 聴 覚(感 音

系)に 直接 音 声 を伝 達 す る骨 伝導 受話 機 能,受 話音 量 増 幅 機 能 及 び 受 話 音

質 調 節 機能 が組 み 込 まれ た 電話 機 で あ る。

また,55年 度 に入 って か らは,5月 に コー ドレス ホ ン,8月 に料 金 着 信

払 い 通 話 サ ー ビス(コ レ ク トコ ール),及 び 公 衆 フ ァ クス サ ー ビスが 新 しい

サ ー ビス と して提 供 され た。

イ.夜 間 通 話料 の引 下 げ

現 在,60キ ロ メー トルを 超 え る区 間 の通 話 料 に つ い て,午 後8時 か ら翌 日

午 前7時 まで の 間,夜 間 割 引(4割 引)を 実 施 して い るが,320キ ロ メ ー ト

ルを 超 え る遠 距離 区間 の ダイ ヤ ル通 話 料 につ い て,午 後9時 か ら翌 日午前6

時 まで の間 深 夜割 引(6割 引)を 実 施 す る こ と と し,併 せ て ダイ ヤ ル通 話 料,
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手動通話料ともに夜間割引の対象時間帯を前後それぞれ1時 間拡大 し,午 後

7時 から翌 日午前8時 までとすることについて55年7月 認可 した。

これにより,例 えぽ東京か ら福岡まで3分 間ダイヤル通話を した場合,昼

間帯の料金では720円,夜 間帯の料金では450円 であるのに対し,午 後9時

か ら翌 日午前6時 までの深夜帯の料金では280円 となる。 この夜間通話料の

改定は,55年11月27日 か ら実施することとしている。

この夜間通話料の引下げは,我 が国の通話料が諸外国に比べて近距離区間

は2分 の1な いし4分 の1と なっているのに対し,遠 距離区間は1.5倍 ない

し2.5倍 となっていることから,遠 距離通話料と近距離通話料とのいわゆる

遠近格差が大きいとい うことが指摘されてお り,こ の格差の是正が重要な政

策課題となっているが,電 電公社の経営の安定にも配慮しつつ本格的に格差

是正を実施するためには,遠 距離通話料の引下げとともに近距離通話料の引

上げを要するなど加入者の利害が相反する面 もあ り,公 衆電気通信法の改正

を行って一挙にこれを実施することは最近における経済事情にかんがみ困難

であるので,遠 近格差是正についての当面の措置 として郵政大臣の認可でで

きる通話料の夜間割引について,そ の拡大を図ったものである。

この結果,午 後9時 から翌 日午前6時 までの夜間における遠近格差は,昼

間1:72,夜 間(4割 引)1:45に 対 して1:28と なる。

なお,通 話料金の遠近格差については,郵 政省 としても何 らかの形での是

正は必要であると考えてお り,今 後 とも国民のコンセンサスを得ながら重要

な政策課題として取 り組んでいくこととしている。

ウ.ポ ケットベルサービス

電話のネットワークを利用 して,無 線により外出している人等 を 呼 び 出

す,い わゆるボケヅトベルについては,43年 サービス開始後急速に普及 し,

54年度末においては,第2-2-7図 に示すように,サ ービス提供地域は64

地域,加 入数は95万 加入となった。

エ。料金請求に関する問合せ ・苦情等

近時,通 話料金請求に関する問合せ ・苦情件数は,増 加傾向にあ り,そ の
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ポケ ットベルの推移

年 度 末
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内訳明細を知 りたいという加入者の要請が高まっている。一方,料 金内訳明

細については,国 会でも議論がなされたほか,53年8月 には行政 管 理 庁 か

ら,料 金明細サービスの提供を行 うことについて,有 料にすることの可否を

含め検討するよう勧告があった。

このような状況を背景として,電 電公社では,今 後のサービスの在 り方,

経営状況等を総合的に考慮し電話料金に関する利用者 との信頼関係を一層高

めるため,そ の提供に着手するとの基本的考え方に基づき,現 在,サ ービス

の詳細のほか,通 信の秘密,プ ライバ シーの保護等実施上の諸問題 につ い

て,各 方面の意見を聴しながら慎重に検討を進めているところである。

なお,全 国的に本サービスを提供するためには,相 当の期間を要すると考

えられるので,電 電公社では,当 面する料金問合せ ・苦情の対処策として,

度数計中間調査回数の増加,ビ デオ方式等による日別調査の導入 な どを 進

め,応 対資料の整備を図るなどして,利 用者への応対の改善に努めていると

ころである。

オ.電 話の悪用に関する問題
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今 日,電 話は日常生活及び企業活動にとって欠くことのできない基幹的通

信手段 となっているが,一 方,電 話の持つ覆面性(だ れがどこからかけてい

るか分か らない。),応 答強要性(ベ ルが鳴った場合応答を強要される。)な

どの特性を利用 して鉄道機関等を混乱させる 「爆破予告電話」や家庭生活等

に不安を与える 「いやがらせ電話」など電話を悪用する事例が社会問題化し

つつあ り,国 会あるいはマスコミ等においても取 り上げられている。

このような状況にかんがみ,郵 政省においては53年 度に電話に関する実態

調査を実施 したが,こ の調査結果を踏まえて,54年 度は学識経験者等により

構成する迷惑電話対策研究会議を設置 した。迷惑電話対策研究会議は,54年

6月 から55年1月 まで6回 にわたって迷惑電話の実態調査結果,諸 外国にお

ける迷惑電話の規制の現状等をも参考 としながら,迷 惑電話対策について法

制面 ・技術面等から慎重に検討を行い,現 段階における結論 として報告書を

取 りまとめた。

迷惑電話対策は,通 信の秘密 ・表現の自由 ・プライバシーの保護などとの

関連 もあ り慎重に対処 しなけれぽならないものであるほか,同 報告書におい

ても迷惑電話の定義,迷 惑の許容限度の基準,規 制策の在 り方をめ ぐって,

国民のコンセンサスを得なければならないなど,幅 広 く奥行きの深い多 くの

問題が提起されているので,郵 政省 としてはこの報告書の趣旨を踏まえ,今

後も引き続き検討を深めてい く考えである。

(4)専 用サービス

電話や加入電信が,交 換網によって,任 意の加入者との間で自由に通信を

行 うサービスであるのに対 し,専 用 サ ー ビ ス(公 衆電気通信設備の専用)

は,特 定の者が,特 定の地点相互間において,公 衆電気通信設備を排他的に

使用するサービスで,料 金が定額制であることから,企 業,公 共機関等が多

量の通信を行 うのに適 した通信手段 となっている。

現在,専 用の制度は,使 用する周波数の幅に応 じてD規 格か らL規 格 まで

アルファベ ット別に分類 される品目(帯 域品 目)と 符号伝送速度 に応 じて

50b/sか ら48kb/sま でに分類 される品 目(符号品目)とに大別される。さら
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専用回線数 の推移(D～J規 格 ・符号品 目)

100 150 200 250 300

に,帯 域 品 目の各 規 格 は 伝 送 速 度及 び使 用 方 法 に応 じて細 分 化 され て お り,

単 に音 声 通 信 のみ で な くデ ー タ伝 送,模 写 伝 送,放 送 中継 等 多 様 な需 要 に応

じて い る。 また,符 号 品 目は,最 近 にお け る コ ン ピ ュー タ利 用 技 術 の高 度 化

に 伴 い,デ ー タ伝 送 のみ に 利 用す る 回線 の需 要増 加 に こた え る もの で あ り,

混 合 使 用 は認 め られ てい な い。

利 用状 況 を 回 線 数(D～J規 格 ・符 号 品 目)に つ い てみ て み る と,54年 度

末 で約29万8千 回線 と,前 年 度 に 比 べ て 約8千6百 回線(3.0%)増 加 して

い る(第2-2-8図 参 照)。 規 格 別 に は,3.4kHzの 周 波 数 帯 域 を使 用 す

るD規 格 が 約22万 回線 と全 体 の73%を 占 めて お り,そ の 中 で も通 常 の音 声伝

送 が 可 能 で 専用 電 話 として 利 用 され てい るD-2が 約19万 回線 とD規 格 全体

の88%を 占め て い る。

D規 格 に 次 い で多 く利 用 され て い る の は50b/sで,そ の回 線 数 は,54年

度 末 で7万9千 回線 とな って い る。 そ の他 の規 格 に つ い て は,専 用 サ ー ビス

全 体 か らみ れ ぽ,そ の利 用 数 は 極 め て少 な い。

また,L規 格 は,4MHzの 周波 数 帯 域 の伝 送 が 可能 な もの で,テ レ ビジ

ョ ン放 送 中 継 用 と してNHK及 び 民 間放 送 各 社 に 使 用 され て お り,54年 度 末
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現 在 の 利 用 状 況 は,459回 線,延 べ キ ロに して4万6,500kmと な っ て い る 。

な お,テ レビ ジ ョン音 声 多 重 放 送 の開 始 に 伴 い,54年8月 か らテ レ ビジ ョ

ン放 送 中 継 回線 の音 声 多 重 化 を 実 施 した 。

(5)そ の他 のサ ー ビス

近 年,産 業,行 政,教 育 等 の広 範 な 分 野 に お い て,従 来 の電 信 電 話 サ ー ビ

ス で は十 分 満 た され て いな い 電 気 通 信 需 要 が 発生 して い る が,技 術 革新 等 に

基 づ く新 シ ス テ ム の開 発 に よ り,こ の よ うな需 要 に応 じて新 しい タイ プの 公

衆 電 気 通 信 サ ー ビスが 提 供 され て お り,そ の例 と して映 像 伝 送 サ ー ビス,高

速 模 写 伝 送 サ ー ビス,高 速 道路 通 信 サ ー ビス等 が あ る。

2有 線放送電話業務

(1)設 備の状況

ア.施 設 数

施設数は,38年 度の2,649を ピークに年 々減少 し,54年 度末における施設

数は870と なり,53年 度末現在の914に 比べ44(4.8%)の 減である。

その減少の要因としては,農 林漁業地域における公社電話の普及に伴い,

通話手段 としての有線放送電話を利用する者が減少することにより生 じる施

第2-2-9表 有線放送電話施設数及び端末設備数の年度別状況
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設 の経 営 難 や設 備 更 改 のた め の資 金 難等 が あ げ られ る。

施設 数 の 最近 の年 度 別 状 況 は,第2-2-9表 の とお りで あ る。

施 設 の運 営 主体 は,有 線 放 送 電 話 の 基 盤 が農 林 漁 業 地 域 で あ る こ と もあ っ

て,農 林 漁 業 団 体 が 最 も多 く633(72.8%)次 い で 地 方 公 共 団体173(19.9

%),市 町 村 や 農 協 等 の 共 同経 営 体42(4.8%),公 益法 人22(2.5%)と な っ

て い る。

イ.端 末設 備数

54年 度 末 に お け る端 末 設 備 数 は178万8千 個 で あ り,53年 度 末 の186万5千

個 に比 べ て7万7千 個(4.2%)の 減 とな って い る。44年 度 に323万 個 と ピー

クに 達 した端 末 設 備 数 は,以 後 年 々減少 して い る。

な お,端 末設 備 数 か らみ た 有線 放 送 電話 の規 模 別 分 布状 況 は,第2-2-

10表 の とお りで あ り,54年 度 末 に お け る1施 設 平 均 端 末設 備 数 は2,054個 と

な って い る。

第2-2-10表 有線放送電話の規模別分布状況

端 末 設 備 数 施設 数(割 合)

1,000個 未 満

1,000個 以 上

2,000〃

3,000"

4,000〃

5,000〃

2,00Q個 未 満

3,000〃

4,000〃

5,000〃

224(25.7)

305(35.1)

186(21.4)

72(8.3)

43(4,9)

40(4.6)

計 870(100.0)

ウ.交 換 方 式

自動 交換 方式 を とって い る施 設 は,54年 度 末 に お いて 施 設 数 で733(全 施

設 の84.3%),端 末 設 備 数 で163万4千 個(全 端 末 設 備 数 の91.4%)と な って

お り,有 線 放送 電話 全 体 にお け る 自動 化 率 は年 々上 昇 して い る。

な お,自 動 交 換方 式 を とって い る施設 の平 均 端 末 設 備 数 は2,229で あ り,

全 施 設 の平 均端 末設 備 数2,054よ りも多 く,自 動 交 換 方 式 を と って い る施 設

が 比較 的 大 型 で あ る こ とを 示 して い る。
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工.電 電 公 社 回線 と接 続 して い る もの

電 電公 社 と接 続 通 話 契 約 を締 結 して い る施 設 は,54年 度 末 に お い て施 設 数

で263(全 施 設 数 の30.2%),端 末 設 備 数 で59万2千 個(全 端 末 設 備 数 の33・1

%)と な って い る。 接 続通 話契 約 の種 別 に は,第 一 種 接 続 通 話 契 約(市 内接

続 通 話)と 第 二 種 接 続 通 話 契 約(市 内 ・市 外 接 続 通 話)が あ る が,ほ とん ど

が 第 二 種 接 続 通 話 契 約 で あ る。

(2)利 用 状 況

ア.利 用 者

54年 度 末 に おけ る利 用 者 数 は171万4千 人 で あ り,53年 度 末 の180万1千 人

比 べ4.8%の 減 で あ る。

イ.利 用 料

54年 度 に お け る利 用 料 につ い てみ る と,600円 以上800円 未 満 の施 設 が 全 体

の34.2%を 占 め,次 い で400円 以 上600円 未 満 が24.3%と な って い る。400円

未 満 の施 設 は8.2%,ま た1,000円 以 上 の施 設 は13.0%と な って い る。

ウ.放 送 時 間

有 線放 送 電 話 は,放 送 と通 話 を一 体 と して行 うメデ ィア で あ るが,そ の う

ち,54年 度 の放 送 の利 用状 況 に つ い て み る と,1時 間 未 満 が34.8%,1時 間

以 上 ～2時 間 未 満 が46.7%,2時 間 以 上 が18.5%と な って い る。

第3節 国際公衆電気通信の現状

1国 際通信回線の現状

国際電電は,28年 に設立されて以来,国 際電気通信需要の増大,多 様化に

対処して国際電気通信施設の拡充,強 化を推進 してきた結果,国 際通信回線

は逐年増加し,54年 度末において国際電電が運用 している対外直通回線は総

計4,050回 線に達 している(附 属資料第15表 参照)。

これを回線種類別,対 地別にみると,そ れぞれ第2-2-11表 及び附属資
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対 外直通 回線の現況

(54年度末現在 単位:回 線)

試 衛 星
マ リサ ッ

ト 衛 星

(イ ン ド洋)

海底 ケ
ーブル

国鯖 報回副 43 ・1・ ・

対流圏
散乱波

2

短 波 VHF 計

5 70

国際加入電信回線 913 0 ・・6193 8 1,420

国 際 騙 回副8321 ・1・ ・93131 3 1,657

貸
回
線

国
際
賃

通
信
回
線

海
事
衛
星

電 信 級357 o 186 331 0
一 〕576

電 話 級 124 O 61 7 0 192

電 話通 話 ■ 2 一1 2

ス
信

クツレテ
通

22
一1-i 一122

そ の 他 5 0 5 3 ・レ3 31

合 計1・274 241・18・1451 2-13・97・

(注)1.本 表 は実 回線 のみ で電話 との共用を除 く。

2.電 話 との共用に よる国際写真電報34,国 際音声放送40,国 際 デーテル3,

海事衛星 デーテル1,国 際 ファクシ ミリ電報2を 含む総 回線 は4,050回 線

である。

3.上 記 のほか,国 際 テ レビジョン53対地があ る。

4.上 記 の 「その他」 とは国際写真 電報,国 際 フ ァクシ ミリ電報,国 際音声

放送伝送,国 際デ ーテルの実回線及び国際航空無線通 話,国 際無線電話通

話 である。

料 第16表 に示 す とお りであ り,衛 星 回線 及 び海 底 ケ ー ブル を経 由す る 回線 が

大 部 分 を 占 め て い る。

(1)海 底 ケ ーブ ル

国 際 電 電 が運 用 して い る国 際 海底 ケー ブル は,第 一 太 平 洋横 断 ケ ー ブ ル

(第1TPC),第 二 太 平洋 横 断 ケ ー ブル(第2TPC),日 本 海 ケ ー ブ ル,

日本 ・中 国 間 ケ ーブ ル,沖 縄 ・ル ソ ン ・香港 間 ケ ー ブ ル(OLUHOヶ 一 ブ

ル),沖 縄 ・台 湾 間 ケ ー ブル,ASEANケ ー ブル の7ケ ー ブ ルが あ る。

これ ら我 が 国 の 国際 海 底 ケ ー ブル の概 要 は,第2-2-12表 の とお りで あ

る。
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第2-2-12表 我が国の国際海底ケーブル

ケ ー ブ ル

区 分

第一 太平洋横断 ケ
F一ブル(TPCI)

日本 海 ケ ー ブ ル

(JASC)

第二 太平洋横断 ケ
ー ブル(TPCH)

日本 ・中国間海底
ケーブル

沖 縄 ・ル ソ ン ・香

港 海 底 ケ ー ブ ル

(OLUHO)

沖縄 ・台湾 間ケー
ブル

ASEANケ ー ブル

(PHILSIN)
(INSIN)

陸 揚 げ 地

二 宮,グ ア ム,ウ ェ
ー キ,ミ ッ ド ウ ェ イ .
ハ ワイ

直 江 津,ナ ホ トカ

沖 縄,グ ア ム,ハ ワ
イ

苓北(熊 本県),南 潅
(なんほい,上 海市の

南東)

沖 縄,ル ソ ン,香 港

沖 縄,頭 城

ル ソ ン,シ ン ガポ ー

ル,イ ン ドネ シ ア

回 線 容 量(
電話級換算)

138

回線

120

845

480

(沖 縄 ・ル ソ ン間)
1,200

(ル ソ ン ・香 港 間)
1,380

480

(ル ソ ン 。シ ン ガ
ポ ー ル間)

1,380

(シ ン ガ ポ ー ル ・
イ ン ドネ シ ア間)

480

距 離

㎞

9,800

880

9,350

870

1,340

880

650

2,350

1,lOO

運用開始

39年6月

44年7月

5i年1月

51年10月

52年8月

54年7月

53年8月

55年4月

な お,55年11月 に は,日 本 ・韓 国 間海 底 ケ ー ブ ル が 開通 す る予 定 で あ る。

(2)通 信 衛 星

イ ンテ ルサ ッ トの世 界 通 信 シ ス テ ム は,54年 度 末 現 在,IV号 系 衛 星(電 話

換 算4,000回 線 及 び テ レ ビ2回 線 の 容 量 を もつ 。)及 びIV-A号 系 衛 星(電 話

換 算6,000回 線 及 び テ レ ビ2回 線 の 容 量 を もつ 。)が 太 平 洋,大 西 洋 及 び イ ン

ド洋 上 に計11個 設 定 運 用(又 は予 備 配 置)さ れ,世 界 の通 信 の か な め とな っ

て い る。

また,イ ンテ ル サ ッ ト衛 星 を 利 用 す る各 国 の衛 星通 信所(地 球 局)の 増 加

も著 し く,54年12月 末 で そ の数 は124か 国(地 域 を含 む 。)222局(ア ンテ ナ

数271)に 達 して い る。
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我 が 国 では 国 際 電 電 が 茨 城衛 星 通 信 所(高 萩 市)と 太 平 洋上 イ ンテル サ ッ

ト衛 星 を通 じて,米 国,カ ナ ダ,メ キ シ コ,オ ース トラ リア,ニ ュー ・ジ ー

ラ ン ド,中 国,香 港,フ ィ リピ ン,タ イ 等14か 国(地 域 を 含 む 。)と の間 に

通 信 回線(54年 度 末 現 在 電話 換 算603回 線)を 設 定 して お り,ま た 山 口衛 星

通 信 所 とイ ン ド洋 上 イ ンテ ル サ ッ ト衛 星 を通 じて 英 国,西 独,フ ラ ンス,イ

タ リア,ス イ ス,バ ング ラデ シ ュ,イ ン ド,シ ン ガポ ール,サ ウデ ィ ・ア ラ

ビア,ケ ー ア等45か 国(地 域 を 含 む 。)と の間 に 通 信 回線(54年 度 末 現 在 電

話換 算429回 線)を 設 定 して い る。

(3)対 流 圏散 乱 波 通 信(日 韓OH回 線)

我 が 国 と韓 国 との間 の国 際 通 信 は,現 在 主 と して 対 流 圏 散乱 波 通 信 回 線

(43年6月 開通)に よって い る。

日本 側 の 中継 所 は浜 田市 に,韓 国 側 の 中継 所 は 舞 竜 山(蔚 山 の北 東10km)

に あ る。 最近 に お け る通 信 量 の増 大 に対 応 す るた め,48年 以 来 回線 を倍 増 す

る計 画 を 進 め た結 果,54年 度 末 現 在 の 容量 は4kHz電 話換 算384回 線 とな っ

た 。

(4)短 波 無 線

短 波 無 線設 備 と して は,小 山 送 信所(栃 木 県),小 室 受 信所(埼 玉 県),北

浦 受 信 所(茨 城 県),上 野 送 信所(三 重 県)及 び小 野 受 信所(兵 庫 県)が あ

る。 北 浦 受 信所,上 野 送 信 所 及 び 小 野 受 信所 は,遠 隔 制 御 に よ り運 用 され て

い る。

現 在,短 波 回線 数 は対 外 直 通 回線 全 体 の0.5%を 占 め る にす ぎな くな って

お り,今 後 の短波 回線 の 国際 公 衆 電 気 通 信面 に お け る利 用 は,広 帯 域 回 線 の

な い対 地 との 通 信,広 帯 域 回線 に障 害 が 起 きた時 のバ ッ クア ップ回 線,船 舶

通 信 等 に限 定 され て い く もの と思 わ れ る。

2国 際電気通信サ ービスの現状

(1)国 際 電 報

国際電報は,世 界中至る所の国又は地域 との間に取 り扱われている。取扱
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地域のうち特に取扱数の多い対地 とは直通回線を設定 して国際電報を取 り扱

っているが,そ の他の対地については第三国中継によっている。国際電報の

種類は通常電報と書信電報に大別され,ほ かに付加サービスとして至急,返

信料前払,そ の他の特別取扱がある。

我が国に発着する国際電報及び我が国が第三国の立場で中継する国際電報

の54年度の取扱いは368万 通で,前 年度の412万通に対 して10.7%減 を示 して

いる。

国際電報は,か つては国際通信の主役として44年度 まで順調に伸びてきた

が,45年 度以降は国際加入電信の自動化実施(44年8月)等 の影響及び通信

の利用構造の変化を受け減少又は停滞の傾向にある(附 属資料第17表 参照)。

54年度における国際電報の州別取扱通数分布は,第2-2-13図 に示すと

お りであ り,全 取扱数の約半数がアジア州 との間のものである。

(2)国 際加入電信

国際加入電信は,現 在では世界中のほとん どすべての地域 との間において

第2-2-13図 国際電報の取扱通数州別分布

ア ジア州(57.2%)

ア メ11力 州(21.2%)

ヨー ロ ッパ 州(12.5%)

大洋州(4,6%》

ア フ リカ州(4.5%)

布
継
信
を
除
丸

)

通

国
際
電
報

5
万

36

国際電電資料 に よる。
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取 り扱 わ れ て い る。

我 が 国 に発 着 す る国 際 加 入電 信 及 び 我 が 国 が 第三 国 の立 場 で 中 継 す る 国際

加 入 電 信 の54年 度 の取 扱数 は3,272万 度 で,前 年 度 の2,786万 度 に 対 して17,4

%の 増 とな っ てい る。 また,州 別取 扱 度 数 分 布 は 第2-2-14図 に 示 す とお

りで あ り,ア ジ ア州,ア メ リカ州,ヨ ー ロ ッパ 州 の取 扱 数 がほ ぼ 同 程 度 で あ

る。

この サ ー ビス は,国 際 電 電 の国 際 加 入電 信 加 入 者 だ け で な く,電 電 公 社 の

加 入 電 信 加 入 者 で 国際 利 用 登 録 を した者 も利 用 す る こ と が で き る。 そ のほ

か,国 際 電 電 の 各 営業 所 に公 衆 用 国 際 加 入電 信 設 備(テ レ ックス ブ ース)が

あ って,一 般 の 利 用 に 供 され て い る。

54年 度 末 に お け る国 際 電 電 の 国際 加 入 電 信 加 入老 数 は6,865,電 電公 社 の

加 入 電 信 加 入 者 で 国 際 利 用登 録 を した 者 の数 は1万8,756で あ る。

44年8月 以 降,国 際 加 入 電信 の 自動 化 が進 め られ た結 果,54年 度 末 に お け

第2-2-14図 国際加入電信の取扱度 数州別分布

ア フ リカ州

(2.2%)

ア ジア州(38.5%)

ヨー ロ ッパ 州 、(26.9%)

ア メ リカ州(26.7%)

大洋州(5.7%)
→

(中
継
信
を
除
く
。)

国
際
加
入
電
信

6
度

22

万

亀

1

国際電電資料に よる。
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る 自動 化 率 は98.8%に 達 して い る。

54年 度 中 に 自動 化 した 対 地 と して は,中 国,ト ル コ,ビ ル マ,パ ラ グ アイ

等35対 地 で あ る。

国際 加 入 電 信 の料 金 につ いて は,ア ジ ア州,北 米 州 及 び 大 洋 州 のす べ て の

対 地 に つ い て は,自 動 接 続 の もの につ い ては1分 まで ご と に900円,手 動 接

続 の もの に つ い て は最 初 の3分 ま で2,700円,超 過1分 ま で ご とに900円 と

し,そ の 他 の 対地 に つ い て は,自 動 接 続 の も の につ い ては,1分 ま で ご とに

1,080円,手 動 接 続 の もの につ い ては 最 初 の3分 まで3,240円,超 過1分 ま

で ご とに1,080円 と して い る。

(3)国 際 電 話

国 際 電 話 は,現 在 で は,世 界 中 の ほ とん どす べ て の地 域 に対 して 日本 全 国

い ず れ の 地域 か らで も電 電 公 社 の加 入電 話 を 介 して利 用す る こ とが で き る よ

うに な って お り,国 際 化 が進 展 す る 中 に あ って,国 際 通 信 設 備 の近 代 化,サ

第2-2-15図 国際電話の取扱度数州別分布

大 洋州
(5.0%)

アフ リカ州
(0.4%)

%)

L
州 一→

ア ジア州(51.7%)

アメ リカ州(27,9%)

ヨー ロ ツパ 州(15,0%)

1
(中
継
信

を
除
く
。)

国

際
電
話

3

度

94

万

1
,

国際電電資料に よる。
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一 ビス 向上 等 を反 映 して ,我 が 国 の 国際 電 話 の需 要 は急 速 に伸 長 して きた 。

我 が国 に発 着 す る国 際 電話 及 び我 が国 が 第 三 国 の立 場 で 中継 す る国 際 電 話

の54年 度 の取 扱 数 は1,959万 度 で,前 年 度 の1,569万 度 に対 して24,9%の 増

とな っ た。

54年 度 の 国際 電 話 の取 扱 度 数 州別 分 布 は第2-2-15図 に示 す とお りで あ

り,全 取 扱数 の過 半 数 が ア ジ ア州 との 問 の もので あ る。

我 が 国 で取 り扱 う国 際 電 話 の 種類 と しては,番 号 通 話(ス テ ー シ コ ン ・コ

ール)
,指 名 通 話(パ ー ソナ ル ・コー ル),国 際 ダ イ ヤル 通 話(自 国 の加 入 電

話 か ら外 国 の 加入 者 を ダ イ ヤル 発 信 で 直接 呼 び 出す こ とが で き る通 話)等 が

あ る。

国 際 電 話 の料 金 は,基 本 的 に は 全 対地 を6地 域 に分 け て 定 め られ て お り,

取 扱 地 域 に よ って は 日曜 割 引料 金 を 設 け て い る と ころが あ る。

課 金 方 式 に つ い て は,オ ペ レー タを 介 す る 国際 電 話 の場 合 は,最 初 の3分

間 まで の 料 金 を基 本 と し,そ の後 は 超過1分 まで ご との料 金 を 加 算 す る方 式

とな って お り,国 際 ダイ ヤ ル通 話 の 場 合 は,6秒 まで ご とに 課 金 され る。

54年 度 末 現在,日 本 発 信 国 際 ダイ ヤル通 話 が可 能 とな って い る対 地 は43対

地 で あ る(第2-2-16表 参 照)。

第2-2-16表 日本発信国際ダ イヤル通話可能対地

導」タ 名1 対 地

ア メ リ カ 州 米 本 土,カ ナ ダ,ブ ラ ジル,ア ル ゼ ンテ ィン

ス イ ス,西 独,オ ー ス ト リ ア,オ ラ ン ダ,ベ ル ギ ー,ノ ー ル ウ ェ

デ ン マ ー ク,ス ペ イ ン,フ ラ ソ ス,ス ウ ェ ー デ ン,ギ リ シ

イ タ リ ア,ア ン ド ラ,モ ナ コ,ヴ ァ テ で カ ン,サ ン ・マ リ

ノ,リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン,英 国,ア イ ル ラ ン ド,ポ ル トガ ル

ア ジ ア 州
韓 国,台 湾,シ ンガ ポ ー ル,ク ウ ェイ ト.香 港,マ レイ シ ア,イ

ス ラ ェ ル,イ ラ ク,ア ラブ首 長 国 連 邦,バ ハ レー ン

大 洋 州
ハ ワイ,オ ー ス ト ラ リア,一 ユ ー ・ジ ー ラ ン ド,パ プ ア ・ニ ュ ー

ギ ニ ア

… 力 州 ・ナ ・一鵠 ・・ジ…,ナ ・ビア浦 … カ,…
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ま た,米 国,イ タ リア,オ ラ ン ダ,西 独,ス イ ス,フ ラ ンス,ベ ル ギ ー・

イ ス ラ エ ル,シ ンガ ポ ール,オ ース トラ リア,ギ リシ ャ,カ ナ ダ等 の29対 地

か ら 日本 着 信 の国 際 ダ イ ヤ ル通 話 が 可 能 とな って い る。

(4)国 際 専 用 サ ー ビス

国 際 専 用 サ ー ビス と して 提 供 され る国際 電 気通 信 回線 の種 類 は,1/4速 度,

1/2速 度,標 準 速 度(50b/s),75b/s,100b/s及 び200b/sの 電 信 級 回 線 並

び に 音 声 級 回 線 で あ る。 音 声 級 回線 は,電 話,フ ァ ク シ ミ リ,テ レプ リン タ

等 を 交 互 又 は 同 時 に組 み合 わせ て使 用 す るた め分 割す る こ とが 認 め られ て い

る。

54年 度 末 の 専 用 回 線 の 合 計 は,音 声 級 回 線104,電 信級 回 線275で あ る。

(5)国 際 テ レ ビジ ョ ン伝 送

海 外 との テ レ ビ ジ ョ ン伝 送 は,衛 星 通 信 の 出現 に よ って 初 め て 商 用 サ ー ビ

ス が 可能 とな った もの で あ るが,世 界各 地 に新 しい地 球 局 が 次 々に 建 設 され

た こ とに伴 い取 扱 地 域 が 拡 張 され,54年 度 末 の取 扱 対 地 は53対 地 とな って い

る。

54年 度 にお け る 国際 テ レ ビジ ョ ン伝 送 の取 扱 件 数 は,2,147と な って い

る。

(6)そ の他 の サ ー ビ ス

デ ー タ通 信 に属 さな い公 衆 電 気 通 信 サ ー ビス で あ って 国 際 電 電 の提 供 に 係

る もの と して は,上 記 以外 に次 の よ うな もの が あ る。

国際 無 線 電 報,国 際 写 真 電 報,国 際 航 空業 務報,国 際 放 送 電 報,国 際 フ ァ

ク シ ミ リ電報,国 際 デ ーテ ル,国 際 無線 電 話 通 話,国 際 航 空 無 線 電 話 通 話,

国際 音声 放 送 伝送,国 際 海 事衛 星 テ レ ックス,国 際 海 事 衛 星 電 話 通 話,国 際

海 事 衛 星 デ ー テル

3営 業 所 等 設 備

各 種 設 備 の保 守 ・運 用 を 担 当 す る部 門 と して,国 際 通 信 施 設 局,衛 星 通 信

所,中 継 所 及 び 送 受 信 所 が 設 け られ て い る。 また,国 際 電 気 通 信 の窓 口機 関
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国際通信 の窓 ロ機関

種 別 隔 数1 局 所 名

国 際 電 報 局 2東 京,大 阪

国際電 報 局分 局 12

丸 の 内,京 橋,八 重 州 口,千 代 田,世 界貿 易 セ ン

タ,KDDビ ル,新 東 京 国際 空 港,東 京 シテ ィエ ア

タ ー ミナ ル,新 阪神 ビル 内,中 之 島,大 阪 国際 空

港,京 都

国 際 電 話 局 ・1鯨 大阪

国際離 瀦 則 ・ 日本 橋,新 橋,渋 谷,横 浜,名 古 屋,神 戸,那 覇

国際電報電話局分局 3神 戸商工貿易セ ンタ,普 天間,牧 港

(注)電 電公社 の窓 口機関においても,国 際通信が取 り扱われ てい る。

は 第2-2-17表 の とお りで あ る。

第4節 事業経営状況

1国 内公衆電気通信事業

(1)電 電公社関係

54年度の総収入は,対 前年度比6.4%増 の3兆8,556億 円,こ れに対する総

支出は,同5.3%増 の3兆4,027億 円で,差 し引き当期利益金は4,529億 円

の収支差額(前 年度3,908億 円)を 生 じ,設 備投資等の資金 として使用され

た。

54年度は事業収入が順調であった反面,事 業支出については前年度に比べ

金融費用が減少 し,直 接事業費及び減価償却費が低い伸びにとどまった。こ

のため,事 業支出の増加率が事業収入のそれを下回 り,前 年度に比べ増益と

なって,財 務体質は更に改善された。

設備投資のための建設勘定支出は,対 前年度比1.6%増 の1兆6,664億 円と

なった。
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ア 。収 支 状 況

54年 度 の電 電 公 社 の決 算 は,総 収 入3兆8,556億 円,総 支 出3兆4,027億

円 で4,529億 円 の収 支 差 額 を 生 じた 。

(力 事 業 収 入

54年 度 の事 業 収 入 は,3兆7,843億 円 とな り,対 前 年 度 比5.6%の 伸 び

とな った。

内訳 につ い て概 観 す る と,ま ず 事 業 収 入 の89.7%を 占め る電 話 収 入 は

3兆3,950億 円 で 対 前 年 度 実績 比5。4%の 増 と な り,1加 入 当た りの電 話

収 入 は,52年 度 の8万4,199円,53年 度 の8万5,114円 に 対 して8万6,425

円 とな った。

公 衆 電 話料 は,1,209億 円 で 対 前 年 度 比4.2%増 とな り,1公 衆 電 話 当

た り収 入 は14万4,832円 と対 前 年 度 比0.7%減 とな った。

電 信収 入 は674億 円,対 前 年 度 比2.8%の 減 とな り,専 用 収 入 は2,234

億 円(う ち デ ー タ通 信収 入1,374億 円,対 前 年 度 比18.2%増)対 前 年 度 比

15.1%の 増 とな った。 雑収 入 は985億 円(対 前 年 度 比3.2%増)で あ った。

(イ)事 業 支 出

54年 度 支 出 は,金 融 費 用 の減 少 等 に よ り対 前 年 度 比5.2%の 低 い 伸 び

とな って お り,各 費 用 の構 成 比 は,直 接 事 業 費50.1%(う ち人 件 費34.6

%),資 本 費 用45.3%(う ち 減 価 償 却 費32.9%),業 務 委 託費3.2%,諸 税

公 課1.4%と な って い る。 直 接 事 業 費 は,対 前 年 度 比6.2%増 加 し1兆

6,503億 円,資 本 費 用 の うち減 価 償 却 費 は,対 前年 度比6.7%増 加 して1

兆843億 円,金 融 費 用(利 子,債 券 取 扱 費 及 び 債 券 発 行 差 損 償 却 費)は,

対 前 年 度 比2.7%減 少 して4,091億 円 とな った 。

事 業 収 支 率 は,54年 度 は87.1%と な っ た(第2-2-18表 参 照)。

な お,過 去5か 年 の事 業 収 入,事 業 支 出 の 内訳 は 第2-2-19～20表

の とお りで あ る。

イ,資 産 及 び 負 債 ・資 本 の概 況

電 電 公 社 の54年 度 決 算 に お け る貸 借対 照 表 の概 要 は,第2-2-21表 の と
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電電公社 の事業収支率

(単位:%)

年 度

事 業 収 支 率

48

98,4

49

109.0

50

113.Q

51

105.3

52

85.9

53

87.4

54

87.1

(注博 業収支率一華鍬 ・1・・

第2-2-19表 電電公社 の事業収入の推移

(単位:億 円)ぱ 50 51 52 53 54

電 話 収 入 18,71222,37330,66732,22533,950

構 成 比(%) 90 90 91! 90 90

対前年度伸び率(%) 12.1 19.6 37.1 5.1 5.4

電 信 収 入 398 480 730 ・・21 674

構 成 比(%) 2 2 2 2 2

対前年度伸び率(%) 4.1 20.8 51.9 △3.8 △4.0

専 用 収 入 1,087 1,304 1,529 1,941 2,234

構 成 比(%) 5 5 5 5 6

対前年度伸び率(%) 20.4 19.9 17.3 26.9 15,1

雑 収 入 587 651 787 955 985

構 成 比(%) 3 3 2 (O 2

対前年度伸び率(%) 14.4 11.0 20.8 21.4 3.2

十二=ロ 20,78424,80833,71335,82337,843

構 成 比(%) 100 100 lOO 100 100

対前年度伸び率(%) 12.4 19.4 35.9 6.3 5,6

(注)数 値は,単 位未満を 四捨五入す ることを原 則 とした ので,合 計の数値 と内訳

の計が一致 しない場合 もある。
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第2-2-20表 電電公社の事業支出の推移
(単位:億 円)

試 ・・a・253国
直 接 事 業 費11,43112,50914,15815,53316,503

構 成 比(%)4948495050

人 件 費(再 掲)8,1548,99510,00910・80411・391

構 成 比(%)3534353535

減 価 償 却 費7,5008,3849,21510,16410,843

構 成 比(%)3232323233

金 融 費 用3,1623,7004,0764,2024,091

構 成 比(%) 1314141312

資 本 費 用 計10,66212,08413,29114,36714,934

構 成 比(%)4546464645

業 務 委 託 費1,0921,1911,1239801,045一
諸 税 公 課299350396428467

構 成 比(%) 1 1 1 1 1

計 23,484 26,135 28,968 31,307 32,949

構 成 比(%)100100100100100

(注)数 値 は,単 位未満を四捨五入す ることを原則 としたので,合 計 の数値 と内訳

の計が一致 しない場合 もある。
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電電公社の貸借対照表

(55年3月31日 現在 単位:億 円)

資 産 の 部

流 動 資 産

固 定 資 産

繰 延 資 産

そ の 他 の 資 産

6,943

80,702

8正1

285

合 計 88,741

負 債 ・資 本 の 部

流 動 負 債

固 定 負 債

そ の 他 の 負 債

(負 債 十
二
一
一ロ

資 本

合 計

3,350

52,621

78

56,049

32,692

88,741

(注)数 値 は,単 位未満を四捨五入す ることを原則 とした ので,合 計の数値 と内訳

の計が一 致 しない場合 もあ る。

第2-2-22図 資本勘定収入 の構成比推移

50年度515253 54
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(64)

、 、
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(69)

←

(7)

受益

者債

(24)

(17)

(6)

特別債

借 入金

(35)

↑(
3)

(39)

(7)
(11) (7)

(12)
(13)↑

(3)

(20)
(⊇)

(15) (9)

17,901億 円 20,156 23,335 22,134 22,417

(2)
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お りで あ り,固 定資 産 額 は8兆702億 円(う ち有 形 固定 資 産 額 は7兆9,010億

円),固 定 負 債 は5兆2,621億 円(う ち電 信電 話 債 券 が5兆2,602億 円),ま

た,資 本 は6,171億 円増 加 し,3兆2,692億 円 とな った 。

ウ.資 金 調 達 状 況

電 電 公 社 の建 設 投 資 及 び 債 務 償 還 に 要 す る資 金 は,内 部 資 金(減 価 償 却

費,債 券 発 行 差 損 償 却 費,収 支 差 額 等 か ら な る 。)と 外 部 資 金(設 備料,受

益 者 債,財 政 投 融 資,特 別 費,長 期 借 入 金 か らな る 。)か ら構 成 され て い る

が,そ の構 成 比 は 第2-2-22図 の とお りで あ り,事 業 収 支 の 改善 に よ り資

金 調 達 総 額 に お け る 内 部資 金 比 率 の 高 ま りが み られ る。

エ.経 営 比 率

過 去5か 年 の総 資 本 利 益 率,総 資 本 回 転 率 は,第2-2-23表 の とお りで

あ る。

第2-2-23表 総資本利益率等の推移ぱ
総 資 本 利 益 率(%)

総 資 本 回 転率(回)

50

△4,6

0.35

51

△2.1

0.37

52

6.0

O.46

53

4.9

O.45

54

5.3

0.45

(注)総 資本利益 率=当 期利益(欠 損)金(収 支差 額)

総資本回転率= 首末平均総資本

首末平均総資本

総収益

(2)有 線放 送電 話事 業

ア.収 入 状 況

54年12月 か ら55年3月 ま で の 間 に事 業 年 度 が終 了 した850施 設 の 収 入 総 額

は205億 円で,1施 設 当 た り2,412万 円 で あ り,53年 度 の収 入総 額208億 円 に

比 べ1.4%の 減,1施 設 当 た りで は6.3%の 増 とな って い る。

54年 度 の収 入 の うち,利 用 料 は収 入 総 額 の72・2%を 占 め て お り,ほ か に接

続 手 数料1・2%,放 送 料3・5%,雑 収 入10・8%,運 営 費補 助 金3・2弩,繰 入 金
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9.1%と な って い る。

イ.支 出 状 況

支 出 につ い て は,総 額200億 円 で,1施 設 当た り2,351万 円 で あ り,53年 度

の支 出総 額204億 円 に比 べ る と2.0%の 減,1施 設 当 た りで は5 .3%の 増 とな

って い る。

54年 度 の支 出 の うち,人 件費 が50.8%と 最 も多 く,以 下 物 件 費29 ,4%,減

価 償却 費13.2%,支 払 利 息3.8%等 とな って い る。

2国 際公衆電気通信事業

(1)収 支 状 況

国 際 電 電 の54年 度 決 算 は,総 収 入1,476億 円,総 支 出1,308億 円で 収 支 差額

168億 円 とな って い る。

ア.営 業 収 入

営 業 収 入 は1,412億 円,対 前 年 度 比178億 円,14.4%(昨 年 度 の 伸 び 率 は

15.3%)の 伸 び とな った。

収 入 の大 部 分 は,電 話 料,加 入 電 信 料 及 び電 報 料 収 入 で 占 め られ(営 業 収

入 に 占め る割 合 は85,8%),そ の うち 電話 料 及 び 加 入 電 信料 につ いて は,利

用 度 数 の順 調 な伸 び に支 え られ 着 実 な上 昇 を示 してい る。

イ.営 業 費 用

営 業 費 用 は1,088億 円で 対 前年 度 比66億 円,6.5%(昨 年 度 の伸 び 率 は14.6

%)の 増 加 とな った。 そ の主 な もの は 労務 費435億 円(購 成 比40.0%),減 価

償 却 費130億 円(同11.9%)等 で あ る。

最 近5か 年 間 の 収支 状況 の推 移 は 第2-2-24表 の とお りで あ る。

(2)資 産 及び 負 債 ・資 本 の状 況

国際 電 電 の54年 度 末 に お け る資 産 総 額 は1,979億 円 とな り,発 足 当時(33

億 円)の 約60倍 の規 模 に 達 して い る。

な お,54年 度 末 に おけ る貸 借 対照 表 の概 要 は 第2-2-25表 の とお りで あ

る。
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第=2-2-24表 国際電電の収支状況の推移

∵∴度
総 収 入

営 業 収 入

(再

掲
)

電 報 料

加入電信料

電 話 料

専 用 料
(電信 ・電話)

そ の 他

営業外収益
特 別 利 益

総 支 出

営 業 費 用

毒

掲
)

労 務 費

減価償却費

そ の 他

営業外費用
納税引当金等

収 支 差 額

50

金額 暫
百 万 円

81,244

(ll4)

77,139
(ll3)

7,180
(98)

25,890
(il7)

%

(100)

(95)
100

9

34

31,89241
(115)

8,264
(109)

ll

3,9135
(119)

4,105
(122)

73,803
(115)

(5)

(IOO)

51

金額 整
百 万 円

96,102

(ll8)

90,558
(ll7)

7,264
(10D

31,204
(121)

38,350
(120)

9,089
(llo)

4,651
(ll9)

5,544
(135)

%

(100)

)

0

4

0

Q
ノ
ー

(

8

35

42

10

5

(6)

81摺(1。 ・)

52

金額 墜
百 万 円

113,223

(118)

107,IlO

(118)

7,729
(106)

36,379
(ll7)

%

(IOO)

(95)
100

7

34

46,87344
(122)

9,446
(lo4)

9

6,6836
(144)

11ill(・)

1。乞181(1・・)

53 54

金額 暫 金額 讐
百 万 円

129,205

(ll4)

123,455
(ll5)

%

(IOO)

百 万 円

147,576

(U4)

%

(LOO)

(96)141,209(96)
100(114)100

7,4706
(97)

42,32734
(116)

56,594
(12D

46

ll含ll・

1曽ll・

5,750
(94)

119,427
(ll5)

(4)

(100)

6,331

(85)
4
.

46,66333
(110)

68,105
(120)

11,137
(ll7)

8,973
(ll9)

63,640
(ll5)

28,266
(109)

(86)74,050(85)89,111
100(116)100(120)

44

10,11216
(117)

25,262
(122)

10,163
(m)

40

(14)

31,651

Ql2)

ll,229
(nl)

43

15

31,1701
(123)142
12,938

(127)
G5)

38,551
(122)

n,950

(106)

38,610
(124)

14,889
(115)

(86)102,154
100(ll5)

43

14

43

(14)

43,879
(114)

ll,881

(99)

46,394
(120)

17,273
(ll6)

6,367
(m)

130,788

(llO)

(86)ll。8,798

1・・1(1。 ・)

43

12

45

(14)

43,512

(99)

13,007
(ilo)

52,279
(ll3)

21,990
(127)

48

9

6

(4)

(100)

)

0

3

0

8

1

7,441

(io6)

9,114
(122)

9,223
(101)

9,778

(106)

40

12

48

(17)

16,788
(172)

(注)1.金 額欄下段()内 の数字 は,前 年度をlOOと した場合 の指数を示す 。

2.構 成比欄()内 の数字は総収入又は総支 出を!ooと した場合の指数であ

る。
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第2-2-25表 国際電電の貸借対照表

(55年3月31日 現在 単位:百 万円)

資 産 の 部

科 目 金 額 構成比

流 動 資 産

固 定 資 産

有形固定資産

無形固定資産

投 資 等

67,573

130,323

95,385

13,615

21,323

34%

66

48

7

11

負 債 ・資 本 の 部

科 目 金 額 構成比

ぽ

ぼ

　

　

　

蕪

本諜

流

固

資

法

剰

46,978

38,349

(85,327)

16,500

2,475

93,594

(且12,569)

24%

19

(43)

8

2

47

(59)

資 産 合 計19・8961・ ・1負 債 ・資 本 合 計19・896}1・ 。

(注)固 定負債には特定 引当金を含む。

第5節 防災対策の現状

我が国の加入電話は,今 や3,700万 を超え日常生活にとって必要不可欠な

存在 となってお り,一 時的な停止といえども電気通信の途絶は大きな社会的

混乱を招 くことになる。

殊に地震,風 水害等,天 災の多い我が国では,こ のような非常時にこそ,

電気通信の果たす役割は極めて大きい。

43年 の十勝沖地震を契機に総合的な防災対策が講 じられるようにな り,さ

らに46年 のロス ・アソゼルス地震,47年 の集中豪雨等の教訓を加味 し,非 常

災害時の通信確保のために種々の対策が強力に推進されている。

1防 災対策の基 本的 な考 え方

(1)国 内公衆電気通信

電電公社における防災対策は,次 の三つの基本的な考え方に基づ き,進 め

られている。

① 災害に強 く信頼性の高い電気通信設備を設置するとともに,直 接被害
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を受けなかった都市相互間の通信が途絶 した りマヒした りしないようシ

ステムとしての信頼性向上を図る(シ ステムとしての信頼性向上)

② 被災 した地域との通信が全面的に途絶することのないよう最小限の通

信手段を確保する(通 信の途絶防止)

③ 災害を受けた通信設備をできるだけ早 く復旧する(早 期復旧)

(2)国 際公衆電気通信

国際電電における防災対策は,国 際通信確保のため,通 信設備や局舎建物

に対 し防災整備を実施するとともに,国 際伝送路の複数化,代 替伝送路の設

定及び国内伝送路の確保等について内外の関係機関と連絡調整を行 うことと

し,災 害時には各事業所の組織機能を最大限に発揮して通信の疎通 と施設の

早期復旧に努めることとしている。

2対 策実施概要

(1)国 内公衆電気通信対策

ア,シ ステムの信頼性向上対策

電気通信システムの信頼性向上対策 としては東京,大 阪,名 古屋等大都市

の市外交換機を分散させて設置している。市外伝送路については,一 つのル

ー トが被災しても自動切替により別ルー トで救済する多ルー ト化,二 つ以上

のルー トに回線を分散収容 し一つのルー トが被災 しても半数近 くの回線が残

存するようにした2ル ー ト化を図るとともに,テ レビ中継伝送路については

ループ状の網を構成 し,災 害時における障害に際 してもテ レビプログラムが

逆方向で確保できるよう整備を図っている。また,都 市内中継線を確保する

ため,都 市内マイクロ波方式等による伝送路を併設 している。

さらに,災 害復旧活動に直接関係のある指定行政機関,指 定公共機関等の

重要加入者(加 入電話)に ついては,電 話局から加入者までのケーブルを2

ルー ト化する工事を逐次実施 してきている(人 口5万 人以上の都市について

はほぼ完了)。

イ.通 信の途絶防止対策



第2章 公衆電気通信 一217一

災害等により,通 常の通信手段が失われても市町村等が孤立することのな

いよう,全 国約3,000の 市町村に孤立防止用移動無線機iを配備 している。

また,都 市内災害で加入者ケーブルが切断され,加 入電話が使用できなく

なった場合に備えて,災 害応急復旧用無線電話機を災害復旧活動に直接関係

のある国や地方公共団体の機関に配備(県 庁所在地級都 市 に配 備)し てお

り,こ の電話機は,被 災者が避難する場所の公衆電話 として使用することも

できる。

ウ.早 期復旧対策

交換設備が被災した場合に備え,非 常用移動電話局装置(最 大2,400加 入

程度までの救済が可能)を20都 市に配備 し,更 に東京,大 阪には,10,000加

入の救済が可能な大容量の可搬形電話局装置を配備している。

電源設備が被災した場合に備えて,移 動電源車及び大容量可搬形電源装置

を配備 し,伝 送路等の通信施設が被災した場合の応急復旧用として各種の可

搬形移動無線機を配備している。

また,ケ ーブルが被害を受けた場合,簡 単に敷設 ・接続できるよう応急同

軸ケーブル,応 急市外ケーブル及び応急市内ケーブルの配備を進めている。

(2)国 際公衆電気通信

ア.国 際伝送路

国際伝送路については,海 底ケーブル系,衛 星系,散 乱波系及び短波系で

可能な限 り相互補完ができるようにするとともに,国 際伝送路の複数化及び

代替回線の設定についても関係通信業者の合意の下に実施 している。

イ.国 内伝送路

国内伝送路については,電 電公社と密接な連絡調整を行い,非 常時の通信

確保を図るとともに,茨 城衛星通信所と東京関門局間に第2マ イクロルー ト

を建設中である。

ウ.関 門局設備

国際電話,テ レックスとも非常時の通信確保のため,東 京のみならず大阪

にも関門局を置き運用してきている。
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また・国際電話については,東 京関門局でのみ扱っている国際 ダイヤル通

話を,大 阪関門局でも処理できるよう58年度を目途に国際電話電子交換シス

テムの導入を予定 し,国 際テレックスについても,東 京の自動交換機に加え

大阪関門局にも国際テレックス自動交換機が55年 度中に設置されることとな

っている。

これらの設備の拡充に合わせて,大 阪地区での国際回線の収容対地を拡大

し,東 京と大阪の関門局に同時に収容される対地及びその回線数 を増 や し

て,非 常時の通信確保をより完全なものとすることとしている。


